
【機関等名】 
 北方領土問題対策協会 
 
【所在地等】 
 郵便番号 １０２－００９４  
 所 在 地 千代田区紀尾井町６－２６－３ 上智紀尾井坂ビル 
 Ｔ Ｅ Ｌ ０３－３２６３－７６９１ 
 Ｆ Ａ Ｘ ０３－３２６３－７６９３ 
 Ｕ Ｒ Ｌ http://www.hoppou.go.jp/top.htm 
 
【設置根拠】 
・ 北方領土問題対策協会法（昭和４４年５月２２日法律第３４号） 
・ 北方地域旧漁業権者等に対する特別処置に関する法律（昭和３６年１０月３０日法律

第１６２号） 
 
【所掌事務】 
北方領土問題その他北方地域に関する諸問題について啓もう宣伝及び調査研究を行な

うとともに、北方地域に生活の本拠を有していた者に対し援護を行なうことにより、北

方領土問題その他北方地域に関する諸問題の解決の促進に資すること並びに北方地域旧

漁業権者等に対する特別措置に関する法律に基づき、北方地域旧漁業権者等その他の者

に対し、その営む漁業その他の事業及びその生活に必要な資金を融通すること 
 
【組織】 
                                               事務局     総務課 
          評議員会  貸付業務         業務課   
                審議委員会 
     役員会  
 会長       副会長   理事  
         監事                 札幌事務所    
                                 
 
【情報開示請求窓口】 
 担当部署 総務課 
 Ｔ Ｅ Ｌ ０３－３２６３－７６９１ 
 Ｆ Ａ Ｘ ０３－３２６３－７６９３ 
 



【その他】 
 昨今の特殊法人改革に伴い、「独立行政法人北方領土問題対策協会法」（平成１４年法律

第１３２号）に基づき、平成１５年１０月１日に「独立行政法人北方領土問題対策協会」

の設立となる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



【機関等名】 
 国民生活センター 
 
【所在地等】 
 郵便番号  １０８－８６０２  
 所 在 地  港区高輪３－１３－２２  
 Ｔ Ｅ Ｌ  ０３－３４４３－９０６１ 
 Ｆ Ａ Ｘ  ０３－３４４３－８３０９ 
 Ｕ Ｒ Ｌ  http://www.kokusen.go.jp/jcic_index.html 
 
【設置根拠】 
 国民生活センター法（昭和４５年５月２３日法律第９４号） 
 
【所掌事務】 
国民生活の安定及び向上に寄与するため、総合的見地から、国民生活に関する情報の

提供及び調査研究を行うこと。        
   
【組織】 
                                        総務課  
               総務企画部     企画広報課                   
                                      調査室    
 運営協議会                  経理課 

経理管理部       会計課 
 会長 理事長  理事            管理連絡室  
               消費者情報部 
 監事            相談部     
                        消費者契約法相談分析・支援室 
        普及交流部  
       商品テスト部 
                  次長 
               研修生活研究部  教務課    
               審議役 
                        調査役     
 
 
 



【情報開示請求窓口】 
 担当部署  総務企画部 企画広報課 情報公開室  
 Ｔ Ｅ Ｌ  ０３－３４４３−６５５５ 
 Ｆ Ａ Ｘ  ０３－３４４３－６５５６ 
 
【その他】 
 平成１５年１０月に独立行政法人国民生活センターに移行。 
   
    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



【機関等名】 
 日本放送協会 放送センター 
 
【所在地等】 
 郵便番号  １５０－８００１ 
 所 在 地  渋谷区神南２－２－１ 
 Ｔ Ｅ Ｌ  ０３－３４６５－１１１１ 
 Ｕ Ｒ Ｌ  http://www.nhk.or.jp/ 
 
【設置根拠】 
 放送法（昭和２５年５月２日法律第１３２号） 
 
【所掌事務】 

(１) 中波放送、超短波放送、テレビジョン放送による国内放送を行うこと。 
  (２) テレビジョン放送による委託国内放送業務を行うこと。  
  (３) 放送及びその受信の進歩発達に必要な調査研究を行うこと。  
  (４) 国際放送及び委託協会国際放送業務を行うこと。  等  
   
【組織】 
     臨時職制    
    地上放送デジタル化対策本部 

 
                             番組制作局 
 報道局 
                        編成局  衛星ハイビジョン局 
 監査室 マルチメディア局 
 放送総局    放送技術局 
 考査室 ラジオセンター 
 国際放送局 
 秘書室 海外総支局 
経営委員会  会 長 
    理事会 広報局 
              視聴者総局    事業局 
 総合企画室 営業局 
    労務・人事室 
監 事    事務局 技術局 



                             経理局 
                            総務局 
                            研究所 
 （放送文化研究所） 
                             （放送技術研究所） 
 
 放送局 
 
【その他】 
ＮＨＫは「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」の対象法人には含まれな

いが、独自の情報公開のための仕組みを作り、情報公開に努めている。 
情報公開窓口 
  放送センター  ＴＥＬ ０３－３４６５－１１１ 



【機関等名】 
 国際交流基金 
 
【所在地等】 
 郵便番号  １０７－６０２１ 
 所 在 地  港区赤坂１－１２－３２ アーク森ビル２０階、２１階 
 Ｔ Ｅ Ｌ  ０３－ ５５６２－３５１１ 
 Ｆ Ａ Ｘ  ０３－ ５５６２－３４９４ 
 Ｕ Ｒ Ｌ  http://www.jpf.go.jp/j/index.html 
 
【設置根拠】 
 国際交流基金法（昭和４７年６月１日法律第４８号） 
  
【所掌事務】 
(1) 国際文化交流の目的をもつて行なう人物の派遣及び招へい。 
(2) 海外における日本研究に対する援助及びあっせん並びに日本語の普及。 
(3) 国際文化交流を目的とする催しの実施、援助及びあっせん並びにこれへの参加。 
(4)  日本文化を海外に紹介するための資料その他国際文化交流に必要な資料の作成、収集、
交換及び頒布。 

(5)  国際文化交流を行なうために必要な調査及び研究等。 
 
【組織】                    
                         総務課 
                         人事課 
            総務部          管理課 
                         情報管理課 
運営審議会                   財務第一課 
            経理部   財務第二課 
                会計課 
 理事長  理事 資金課 
            企画部           企画課 
監事 地域課 

                        人物交流部        派遣課 
                         受入課 
                         企画開発課 
            日本研究部        日本語課 



                         日本研究課 
            芸術交流部        展示課 
                         公演課 
                         編集課 
            メディア事業部      図書課 
                         視聴覚課 
                         企画開発課 
            日米親善交流部      事業第一課 
                         事業第二課 
            アジアセンター事業部   知的交流課 
                         国内事業課 
            監査室 
            日本語国際センター 
            関西国際センター 
            京都支部 
            海外事務所 
 
【情報開示請求窓口】 
 担当部署 総務部情報公開室 
 Ｔ Ｅ Ｌ ０３－５５６２－３５０７ 
 Ｆ Ａ Ｘ ０３－５５６２－３５０８ 
 
【その他】 
 平成１５年１０月１日に独立行政法人化予定。 



【機関等名】 
 日本育英会 
 
【所在地等】 
 郵便番号  １６２－８４１２  
 所 在 地  新宿区市谷本村町１０－７ 
 Ｔ Ｅ Ｌ  ０３－３２６９－４２６１（大代表） 
 Ｆ Ａ Ｘ  ０３－３２６９－４５５６（総務部） 
 Ｕ Ｒ Ｌ  http://www.ikuei.go.jp/ 
 
【設置根拠】 
 日本育英会法（昭和５９年８月７日法律第６４号） 
 
【所掌事務】 
(1)  優れた学生及び生徒であって経済的理由により修学に困難があるものに対する学資の
貸与。 

(2)  学資の貸与を受ける学生及び生徒の補導。 
(3)  修学上必要な施設の設置及び経営等。 

 
【組織】 
  
         庶務課 
                              総務部         人事課 
                    次長     職員課 
               経理部       主計課 
                                                 会計課 
                         総務課 
                                    奨学課 
               奨学部       高校課 
                    次長    参事 
会長  理事長  理事              計画課 

返還第一課 
                         返還第二課 
               返還部             返還第三課 

次長   返還免除課 
                                                 参事 



                         管理部             管理課 
参事 

                         企画室 
                         広報課 
                         相談室 
                         事務機械室 
                         総務課 

東京支所      奨学課 
                         収納第一課 
                         収納第二課 
               名古屋支所 
               大阪支所 
               都道府県支部 
 
     監事                  考査役 
 
【情報開示請求窓口】 
 担当部署 企画室（情報公開担当） 
 Ｔ Ｅ Ｌ ０３－３２６９－４２６１（大代表） 
 Ｆ Ａ Ｘ ０３－３２６９－４８２８ 
 
【その他】 
 日本育英会を解散し、平成１６年４月に独立行政法人日本学生支援機構が設立される予

定である。 



【機関等名】 
（日本原子力研究所） 
・ 計算科学技術推進センター 

 
【所在地等】 
 郵便番号  １１０－００１５ 
 所 在 地  台東区東上野６－９－３ 住友不動産上野ビル 8号館 
 Ｔ Ｅ Ｌ  ０３－５２４６－２５０５ 
 Ｆ Ａ Ｘ  ０３－５２４６－２５３７  
 Ｕ Ｒ Ｌ  http://www.jaeri.go.jp/ 
 
【設置根拠】 
 日本原子力研究所法（昭和３１年５月４日法律第９２号） 
 
【所掌事務】 
(1) 原子力に関する基礎的研究を行うこと。 
(2)  原子力に関する応用の研究を行うこと（原子力船の開発のために必要な研究を行うこ
とを含む。）。 

(3)  原子炉の設計、建設及び操作を行うこと。 
(4)  旧日本原子力船研究開発事業団法第２３条第１項第２号の規定により建造された原
子力船に関する業務を行うこと。 

(5)  原子力に関する研究者及び技術者の養成訓練を行うこと。 
(6)  放射性同位元素の輸入、生産及び頒布を行うこと。 
(7)  原子力に関する資料の収集を行うこと。 
(8)  (1)から(4)までに掲げる業務に係る成果を普及すること等。 
 
【組織】 
 
            次長          情報システム課 
 センター長                  ＩＴ業務推進室 
                        並列処理計画管理室 
                        並列処理基本システム開発グループ 
                        並列処理支援技術開発グループ 
                        数値実験技術開発グループ 
                        ＩＴＢＬ利用推進室 
                        量子生命情報解析グループ 
                        地球シミュレータ利用支援室 
 
【情報開示請求窓口】 
 担当部署  計算科学技術推進センター 
 Ｔ Ｅ Ｌ  ０３－５２４６－２５０５ 
 Ｆ Ａ Ｘ  ０３－５２４６－２５３７ 



【機関等名】 

 理化学研究所 

・ 板橋分所 

・ 駒込分所 

 

【所在地等】 

 板橋分所 

 郵便番号  １７３－０００３ 

  所 在 地  板橋区加賀１－７－１３ 

  Ｔ Ｅ Ｌ  ０３－３９６３－１６１１ 

  Ｆ Ａ Ｘ  ０３－３５７９－５９４０ 

 

 駒込分所 

 郵便番号  １１３－００２１ 

  所 在 地  文京区本駒込２－２８－８ 

  Ｔ Ｅ Ｌ  ０３－５３９５－２８１８ 

  Ｆ Ａ Ｘ  ０３－３９４７－１７５２ 

 

Ｕ Ｒ Ｌ http://www.riken.go.jp/index_j.html (理化学研究所ホームページ) 

 

【設置根拠】 

 理化学研究所法（昭和３３年４月２４日法律第８０号）  

 

【所掌事務】 

(１)  科学技術に関する試験研究を行うこと。  

(２)   （１）に掲げる業務に係る成果を普及すること。  

(３)   （１）、（２）の業務に附帯する業務      

 

【情報開示請求窓口】 

 担当部署 理化学研究所総務部総務課情報公開窓口 

 Ｔ Ｅ Ｌ ０４８－４６７－９２１０ 

 Ｆ Ａ Ｘ ０４８－４６２－１５５４ 

 

 



【機関等名】 
日本芸術文化振興会 
 ・ 国立劇場 
 ・ 国立演芸場 
 ・ 伝統芸能情報館 
 ・ 国立能楽堂 
 ・ 新国立劇場 
 
【所在地等】 
本部、国立劇場、国立演芸場、伝統芸能情報館 
  郵便番号  １０２－８６５６ 
  所 在 地  千代田区隼町４－１ 
  Ｔ Ｅ Ｌ  ０３－３２６５－７４１１(代表) 
        チケットセンター ０３－３２３０－３０００ 
  Ｆ Ａ Ｘ  ０３－３２６５－７４０２ 
  Ｕ Ｒ Ｌ  http://www.ntj.jac.go.jp/ 
 
国立能楽堂 
  郵便番号  １５１－００５１ 
  所 在 地  渋谷区千駄ヶ谷４－１８－１ 
  Ｔ Ｅ Ｌ  ０３－３４２３－１３３１(代表) 
        チケットセンター ０３－３２３０－３０００ 
  Ｆ Ａ Ｘ  ０３－３４２３－１３３０ 
  Ｕ Ｒ Ｌ  http://www.ntj.jac.go.jp/ 
 
新国立劇場 
  郵便番号  １５１－００７１ 
  所 在 地  渋谷区本町１－１－１ 
  Ｔ Ｅ Ｌ  ０３－５３５１－３０１１(代表) 
        ボックスオフィス（チケット） ０３－５３５２－９９９９ 
  Ｆ Ａ Ｘ  ０３－５３５２－５７１７ 
  Ｕ Ｒ Ｌ  http://www.nntt.jac.go.jp/ 
 
【設置根拠】 
日本芸術文化振興会法（昭和４１年６月２７日法律第８８号） 

 



【所掌事務】 
(1) 次に掲げる活動に対し資金の支給その他必要な援助を行うこと。 
イ 芸術家及び芸術に関する団体が行う芸術の創造又は普及を図るための公演､展示

等の活動 
ロ 文化施設において行う公演、展示等の活動又は文化財を保存し、若しくは活用す

る活動で地域の文化の振興を目的とするもの 
ハ イ及びロに掲げるもののほか、文化に関する団体が行う公演及び展示、文化財で

ある工芸技術の伝承者の養成、文化財の保存のための伝統的な技術又は技能の伝承

者の養成その他の文化の振興又は普及を図るための活動 
(2) 劇場施設（伝統芸能の公開又は現代舞台芸術の公演のための施設をいう。）を設置し、
伝統芸能の公開及び現代舞台芸術の公演を行うこと。 

(3) その設置する施設において、伝統芸能の伝承者を養成し、及び現代舞台芸術の実演
家その他の関係者の研修を行うこと。 

(4) 伝統芸能及び現代舞台芸術に関して調査研究を行い、並びに資料を収集し、及び利
用に供すること。 

(5) (2)の劇場施設を伝統芸能の保存若しくは振興又は現代舞台芸術の振興若しくは普
及を目的とする事業の利用に供すること。 

(6) 上記の業務に附帯する業務 
 
【組織】 
 
                        総務課 

                    総務部     人事課 
                                               情報推進室 
                            国立劇場おきなわ担当室 
                            経理課 
                                   経理部     用度課 
                            営繕技監 
      管理課 
 評議員会   芸術文化振興基金    基金部     芸術活動助成課 
                            地域文化助成課 
        新国立劇場    新国立劇場部     管理課 
会 長                      情報センター 
理事長                        企画課 
理 事                        文芸室 
                    芸能部     第一制作室 



                           第二制作室 
監 事                        舞台監督室 
                            宣伝課 
        国立劇場        事業部     業務課 
        本館                  劇場課 
        演芸資料館      舞台技術部     舞台課 
                            技術課 
                            調査資料課 
                   調査養成部     文化デジタルライブラリー課  
                            養成課 
                                                        演芸課 
                  国立演芸場部     事業課 
                                                        舞台技術課 
                            管理課 
                            企画制作課 
        国立能楽堂               事業課 
                            舞台技術課 
                            調査養成課                

                             管理課 
                                                        企画制作課 

国立文楽劇場                             事業課 
                                                        舞台技術課 
                                                        普及養成課 
 
【情報開示請求窓口】 
担当部署  日本芸術文化振興会情報公開室 
 Ｔ Ｅ Ｌ  ０３－３２６５－７４１１ 
 Ｆ Ａ Ｘ  ０３－３２６５－７４０２ 
 
 担当部署  国立能楽堂情報公開室 
 Ｔ Ｅ Ｌ  ０３－３４２３－１３３１ 
 Ｆ Ａ Ｘ  ０３－３４２３－１３３０ 

 
【その他】 
特殊法人から独立行政法人に移行（平成１５年１０月１日） 
名称：独立行政法人日本芸術文化振興会 



【機関等名】 
 日本学術振興会 
 
【所在地等】 
 郵便番号  １０２－８４７１ 
 所 在 地    麹町事務室： 千代田区麹町５－３－１ ヤマトビル 
       一番町事務室：千代田区一番町６番地 
 Ｔ Ｅ Ｌ  ０３－３２６３−１７２２ 
 Ｆ Ａ Ｘ  ０３－３２２１－２４７０ 
 Ｕ Ｒ Ｌ  http://www.jsps.go.jp/  
 
【設置根拠】 
 日本学術振興会法（昭和４２年８月１日法律第 1２３号） 
 
【所掌事務】 
(1) 学術の応用に関する研究を行うこと。 
(2)  共同して行われる学術の研究に関し、研究者に研究活動を行うために必要な資金を支
給すること。 

(3)  学界と産業界との協力による学術の応用に関する研究に関し、資金の支給その他必要
な援助を行うこと。 

(4)  学術の国際協力に関し、海外への研究者の派遣、外国人研究者の受入れその他国際協
力による研究に必要な援助を行うこと。 

(5)  優秀な学術の研究者の育成に関し、研究者に研究を奨励するための資金を支給するこ
と。 

(6)  学術に関する情報資料について調査を行い、その結果を利用に供し、及び学術に関す
る研究成果を普及すること。 

(7)  上記に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 
 
【組織】 
                          
                      総務課 
                      企画課 
 評議員会         総務部     主計課 
                      経理課 
 会長  理事長  理事           研究者養成課  
                      システム管理課 



 監事                   国際研究協力課 
                      人物交流課 
              国際事業部   地域交流課 

                      国際情報課 
                      研究者国際交流センター 
                      研究事業課 
                          研究体制支援室 
              研究事業部   研究助成課 
                      研究評価課 
                海外研究連絡センター 
                  学術システム研究センター   調査課 
 
【情報開示請求窓口】 
 担当部署  情報公開室 
 Ｔ Ｅ Ｌ  ０３－３２６３−１７８８ 



【機関等名】 
（核燃料サイクル開発機構） 
・ 東京事務所 

 
【所在地等】 
 郵便番号  １００－８５７７ 
 所 在 地  千代田区内幸町 2－１－８ 新生銀行本店ビル１１階 
 Ｔ Ｅ Ｌ  ０３－５１５７－１９１１ 
 Ｆ Ａ Ｘ  ０３－５１５７－１９１９ 
 Ｕ Ｒ Ｌ  http://www.jnc.go.jp/index.html  
 
【設置根拠】 
 核燃料サイクル開発機構法（昭和４２年７月２０日法律第７３号） 
 
【所掌事務】 
(1) 核燃料サイクル（原子炉に燃料として使用した核燃料物質を再度原子炉に燃料として
使用することにより核燃料物質を有効に利用するために必要な一連の行為の体系をい

う。）を技術的に確立するために必要な業務で次に掲げるものを行うこと。 
   イ 高速増殖炉の開発（実証炉を建設することにより行うものを除く。）及びこれに必
要な研究 

    ロ イに掲げる業務に必要な核燃料物質の開発及びこれに必要な研究 
    ハ 核燃料物質の再処理に関する技術の開発及びこれに必要な研究 
    ニ ハに掲げる業務に伴い発生する高レベル放射性廃棄物の処理及び処分に関する技
術の開発及びこれに必要な研究 

(2) (1)の業務に係る成果について、技術の提供その他の方法により、普及を行うこと。 
(3) (1)、(2)の業務に附帯する業務を行うこと。 
(4)  (1)、(2)、(3)に掲げるもののほか、設立の目的を達成するために必要な業務をおこな
うこと。 

 
【組織】 
                   

総括調整グループ 
 所長               技術調整グループ 
                  広報グループ 
 
【情報開示請求窓口】 
 担当部署  広報グループ 
  Ｔ Ｅ Ｌ  ０３－３５９３－９４９７ 
  Ｆ Ａ Ｘ  ０３－３５９３－９４９８ 



【機関等名】 
（放送大学学園） 
・ 東京世田谷学習センター 
 ・ 東京文京学習センター 
 ・ 東京足立学習センター 
 ・ 東京多摩学習センター 
 
 
【所在地等】 
東京世田谷学習センター 
 郵便番号  １５４−０００２ 
 所 在 地  世田谷区下馬４−１−１ 
 Ｔ Ｅ Ｌ  ０３－５４８６−７７０１ 
 Ｆ Ａ Ｘ  ０３－５４８６－７７０５ 
 
東京文京学習センター 
 郵便番号  １１２−００１２  
 所 在 地  文京区大塚３−２９−１（筑波大学大塚地区内） 
 Ｔ Ｅ Ｌ  ０３－５３９５−８６８８ 
 Ｆ Ａ Ｘ  ０３－５３９５－８６８１ 
 
東京足立学習センター 
  郵便番号  １２０−００３４  
  所 在 地  足立区千住５−１３−５（学びピア２１内） 
  Ｔ Ｅ Ｌ  ０３－５２４４−２７６０ 
  Ｆ Ａ Ｘ  ０３－５２４４−２７６２ 

 
東京多摩学習センター  
郵便番号  １８７−００４５  
所 在 地  小平市学園西町１−２９−１（一橋大学小平国際キャンパス内） 
Ｔ Ｅ Ｌ  ０４２－３４９−３４６7 
Ｆ Ａ Ｘ  ０４２－３４９−３４６８ 

 
U R L     www.u-air.ac.jp/hp （放送大学学園ホームページ） 

 
 



【設置根拠】 
放送大学学園法（昭和５６年６月１１日法律第８０号） 

 
【所掌事務】 
（１）  放送等により教育を行う大学を設置すること。  
（２）   （１）の大学における教育に必要な放送を行うこと。  
（３）   上記に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 
   
【情報開示請求窓口】 
 担当部署 放送大学学園総務部総務課総務係 
 Ｔ Ｅ Ｌ ０４３－２７６－５１１１ 
 Ｆ Ａ Ｘ ０４３－２９８－４３７６  
 

 



【機関等名】 
 日本体育・学校健康センター 
 ・ 東京都支部 
 
【所在地等】 
 本部 
郵便番号  １６０−００１３ 
  所 在 地  新宿区霞ヶ丘町１０番地 
  Ｔ Ｅ Ｌ  ０３－５４１０−９１２４ 
  Ｆ Ａ Ｘ  ０３－５４１０－９１３５ 
 
 東京都支部  
郵便番号  １６３−８００１   
  所 在 地  新宿区西新宿２－８－１ 東京都教育庁学務部学校健康推進課内 
  Ｔ Ｅ Ｌ  ０３－５３２０−６８８１ 
  Ｆ Ａ Ｘ  ０３－５３８８－１７３６ 
 
 Ｕ Ｒ Ｌ  http://www.ntgk.go.jp （日本体育・学校健康センターホームページ） 
 
【設置根拠】 
 日本体育・学校健康センター法（昭和６０年１２月６日法律第９２号） 
 
【所掌事務】 
本部 
(1)  その設置する体育施設及び附属施設を運営し、並びにこれらの施設を利用して体育の
振興のため必要な業務を行うこと。 

(2)  スポーツ団体（スポーツの振興のための事業を行うことを主たる目的とする団体をい
う。）が行う次に掲げる活動に対し資金の支給その他必要な援助を行うこと。 

    イ スポーツに関する競技水準の向上を図るため計画的かつ継続的に行う合宿その他
の活動 

    ロ 国際的又は全国的な規模のスポーツの競技会、研究集会又は講習会の開催 
(3)  優秀なスポーツの選手若しくは指導者が行う競技技術の向上を図るための活動又は優
秀なスポーツの選手が受ける職業若しくは実際生活に必要な能力を育成するための教

育に対し資金の支給その他必要な援助を行うこと。 
(4)  国際的に卓越したスポーツの活動を行う計画を有する者が行うその活動に対し資金の
支給その他必要な援助を行うこと。 



(5)  義務教育諸学校（小学校、中学校、中等教育学校の前期課程又は特殊教育諸学校（盲
学校、聾学校又は養護学校をいう。）の小学部若しくは中学部をいう。）、高等学校（中

等教育学校の後期課程及び特殊教育諸学校の高等部を含む。）、高等専門学校、幼稚園（特

殊教育諸学校の幼稚部を含む。）及び保育所（児童福祉法第３９条に規定する保育所を

いう。）の管理下における児童又は生徒の災害（負傷、疾病、障害又は死亡をいう。）に

つき、当該児童又は生徒の保護者（学校教育法第２２条第１項に規定する保護者をいい、

同項に規定する保護者がない場合における里親（児童福祉法第２７条第１項第３号の規

定により委託を受けた里親をいう。）その他の政令で定める者を含む。）等に対し、災害

共済給付（医療費、障害見舞金又は死亡見舞金の支給をいう。）を行うこと。 
(6)  学校給食用物資（学校給食（学校給食法第３条に規定する学校給食、夜間課程を置く
高等学校における学校給食に関する法律第２条に規定する夜間学校給食及び盲学校、聾

学校及び養護学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律第２条 に規定す
る学校給食をいう）の用に供する食品その他の物資で文部科学大臣の指定するものをい

う。）の買入れ、売渡しその他供給に関する業務を行うこと。 
(7)  体育、学校安全及び学校給食に関する調査研究並びに資料の収集及び提供その他の体
育、学校安全及び学校給食の普及充実に関する業務を行うこと。 

(8)  上記の業務に附帯する業務を行うこと。 
(9)  スポーツ振興投票の実施等に関する法律に規定する業務を行うこと。 
(10) 上記のほか日本体育・学校健康センターの目的達成のために必要な業務 
(11) 国立競技場の一般の利用に関する業務 
 
東京都支部 
(1)  義務教育諸学校（小学校、中学校、中等教育学校の前期課程又は特殊教育諸学校（盲
学校、聾学校又は養護学校をいう。）の小学部若しくは中学部をいう。）、高等学校（中

等教育学校の後期課程及び特殊教育諸学校の高等部を含む。）、高等専門学校、幼稚園（特

殊教育諸学校の幼稚部を含む。）及び保育所（児童福祉法第３９条に規定する保育所を

いう。）の管理下における児童又は生徒の災害（負傷、疾病、障害又は死亡をいう。）に

つき、当該児童又は生徒の保護者（学校教育法第２２条第１項に規定する保護者をいい、

同項に規定する保護者がない場合における里親（児童福祉法第２７条第１項第３号の規

定により委託を受けた里親をいう。）その他の政令で定める者を含む。）等に対し、災害

共済給付（医療費、障害見舞金又は死亡見舞金の支給をいう。）を行うこと。 
(2)  学校安全に関する調査研究並びに資料の収集及び提供その他の体育、学校安全の普及
充実に関する業務を行うこと。 

(3)  上記の業務に附帯する業務を行うこと。 



【組織】 
 
本部 
                                 総務課 
                     総務部         人事課 
                                 企画室 
                                   広報情報公開室 
                                   主計課 
                                   経理課              
                     経理部         用度管財課 
                                   施設課              
                                 資金管理主幹 
                                庶務課 
 理事長  理事             国立霞ヶ丘競技場   管理課 
                                業務課 
      運営                        庶務課 
 監事   審議会            国立代々木競技場   管理課 
                                業務課              

                     スポーツ科学研究部 
                     スポーツ医学研究部 
           国立スポーツ科学   スポーツ情報研究部                   
           センター                  庶務課 
                     運営部        管理課 
                                研究協力課 
                                サービス事業課 
                     スポーツ振興基金部  管理課 
                                助成課 
                                管理課 
                     スポーツ振興投票部  企画運営課 
                                振興事業課 
                     学校安全部      業務課 
                                                                普及課 
                                物資課 
                     学校給食部      学校給食普及課 
                                衛生管理室 
                                監査室 



 
東京都支部 
 支部長    副支部長      主幹     幹事         事務部長 
 （教育長）  （教育次長・部長） （主管課長） （主管課長補佐・係長） 
        業務運営委員会 
 ＊ 支部長、副支部長、主管及び幹事は、東京都教育委員会に委嘱しており、日本体育・

学校健康センター専任職員は、事務部長以下となっている。 
 
【情報開示請求窓口】 
 担当部署  広報情報公開室 
 Ｔ Ｅ Ｌ  ０３－３４０３−１１５９ 
 Ｆ Ａ Ｘ  ０３－３４０３−７７６４ 
 
【その他】 
 平成１５年１０月１日に独立行政法人化（独立行政法人日本スポーツ振興センター）予

定。 



【機関等名】 
 社会保険診療報酬支払基金 
 ・ 東京都社会保険診療報酬支払基金 
  
【所在地等】 
 社会保険診療報酬支払基金 
  郵便番号  １０５－０００４ 
  所 在 地  港区新橋２－１－３ 
  Ｔ Ｅ Ｌ  ０３－３５９１－７４４１ 
  Ｆ Ａ Ｘ  ０３－３５９１－６７０７ 
  Ｕ Ｒ Ｌ  http://www.shiharaikikin.go.jp/ 
  
東京都社会保険診療報酬支払基金 
郵便番号  １７１－８５４１ 
所 在 地  豊島区南池袋２－２８－１０ 
Ｔ Ｅ Ｌ  ０３－３９８７－６１８１ 
Ｆ Ａ Ｘ    ０３－３９８３－３７４４ 

 
【設置根拠】 
 社会保険診療報酬支払基金法（昭和２３年７月１０日法律第１２９号） 
 
【所掌事務】 
 医療保険等に係る診療報酬の審査・支払業務、老人保健法第６４条に基づく老人保健

関係業務及び国民健康保険法第８１条の１０に基づく退職者医療関係業務及び介護保険

法第１６０条に基づく介護保険関係業務。 
 
【組織】 
 
 社会保険診療報酬支払基金 
             審議役 
             総務部 
             職員部 
  理事会        経理部 
             企画部 
             業務管理部 
             審査業務部 理事長 
理 事 



             業務システム部 
             老人保健部 
  参 与        退職者医療部 
             介護保険部 
             統計情報部 
             監査室 
             研修センター 
 
東京都社会保険診療報酬支払基金 
幹事会         

総務部 
                 審査企画部 
        副幹事長     審査業務第１部 
                 審査業務第２部 
  参 与 
 
【情報開示請求窓口】 
 社会保険診療報酬支払基金 
  担当部署  総務課 
  Ｔ Ｅ Ｌ  ０３－３５９１－７４４１ 
  Ｆ Ａ Ｘ  ０３－３５９１－６７０７ 
  
東京都社会保険診療報酬支払基金 
担当部署  庶務課 
  Ｔ Ｅ Ｌ  ０３－３９８７－６１８１ 
  Ｆ Ａ Ｘ  ０３－３９８３－３７４４ 

監 事 

幹事長 
幹 事 



【機関等名】 
 日本労働研究機構 
 ・ 日本労働研究機構研究所 
 
【所在地等】 
 本部 
郵便番号  １６３－０９２６   
  所 在 地  新宿区西新宿２－３－１ 新宿モノリス 
  Ｔ Ｅ Ｌ  ０３－５３２１－３０００  
  Ｆ Ａ Ｘ  ０３－５３２１－３０１５ 

 
日本労働研究機構研究所 
郵便番号  １７７－８５０２ 
所 在 地  練馬区上石神井４－８－２３ 
Ｔ Ｅ Ｌ  ０３－５９９１－５１０３ 
Ｆ Ａ Ｘ  ０３－３５９４－１１１２ 

 
Ｕ Ｒ Ｌ  http://www.jil.go.jp/ 

 
【設置根拠】 
 日本労働研究機構法（昭和３３年５月２日法律第１３２号） 
 
【所掌事務】 
(1)  労働関係の動向に関する調査、職業の安定に関する研究その他労働に関する問題につ
いての総合的な調査研究を行うこと。 

(2)  労働に関する内外にわたる情報及び資料を収集し、及び整理すること。 
(3)  (2)に掲げる業務に係る成果を定期的に、若しくは時宜に応じて、又は依頼に応じて、
提供すること。 

(4)  労働に関する問題についての研究者及び有識者を海外から招へいし、及び海外へ派遣
すること。 

 
【組織】 
                       総務課 
              総務部      企画管理課 
                       人事課 
 会長  理事長  理事   経理部      会計課 



                       経理課 
                        国際部      国際交流課 
                       国際協力課 
              海外情報部    計画調査課 
                       海外事業課 
                       情報企画課 
              情報企画部    情報サービス課 
                       ネット情報課 
              計量情報部    統計情報課 
                       動向分析課 
               出版部      出版課 
                       新聞課 
                             
                       研究庶務課       
                           研究調整部     企画課 
                     調査研究課     
                     研究交流課 
研究所長  研究主幹           労使関係・労働法制グループ   労働法、労使関係 
                              労働条件、就業環境 

              研究担当   労働市場グループ     経済分析 
                                 雇用戦略 
                    人的資源管理グループ   企業と雇用 
                                 職業能力開発 
                                 仕事と生活 
                    職業生活グループ     就職相談、就職支援 
                                 職務、キャリア分析 
 
【情報開示請求窓口】 
 担当部署  総務部総務課 
 Ｔ Ｅ Ｌ  ０３－５３２１－３０００ 
 Ｆ Ａ Ｘ  ０３－５３２１－３０１５ 
 
【その他】 
 平成１５年１０月１日に独立行政法人化予定。 



【機関等名】 
勤労者退職金共済機構 
  
【所在地等】 
 郵便番号  １０５−８０７７  
 所 在 地  港区芝公園１－７－６ 
 Ｔ Ｅ Ｌ  ０３－３４３６−０１５１ 
 Ｆ Ａ Ｘ  ０３－３４３７−４４３８ 
 Ｕ Ｒ Ｌ  http://www.taisyokukin.go.jp/ 
 
【設置根拠】 
 中小企業退職金共済法（昭和３４年５月９日法律第１６０号） 
 
【所掌事務】 
(1)  中小企業の従業員に係る退職金共済制度を運営するため、退職金共済契約及び特定業
種退職金共済契約に係る中小企業退職金共済事業を行うこと。 

(2)  上記の業務に附帯する業務を行うこと。 
 
【組織】 
                             総務課 
                             人事課 
                   総務部       会計第１課 
                             会計第２課 
                             調査研究課 
                            企画室 
                   業務運営部     企画課 
                             経理課 
                             契約課 
                   契約業務部     保全課 
理事長                         収納課 
副理事長                      給付業務部     給付第１課 
理 事     中小企業退職金             給付第２課 
         共済事業本部   資金運用部        資金管理課 
 監 事                          資金運用課 
                             広報計画課 
                             加入促進課 



                   事業推進部      加入者サービス課 
                              相談センター室 
                  システム管理部    システム管理課 
                             システム開発課 
                             企画運営課 
                             給付課 
         建設業退職金   建設業事業部    経理課 
         共済事業本部             資金運用課 
                             広報・サービス推進室 
         清酒製造業退職金  清酒製造業事業部  業務課 
         共済事業本部 
         林 業 退 職 金   林業事業部    業務課 
         共済事業本部 
 
【情報開示請求窓口】 
 担当部署  総務部総務課 
 Ｔ Ｅ Ｌ  ０３－３４３６−０１５１ 
 Ｆ Ａ Ｘ  ０３－３４３７−４４３８ 
 
【その他】 
 平成１５年１０月１日独立行政法人化予定。 



【機関等名】 
（雇用・能力開発機構） 
・ 東京センター 
・ 職業能力開発総合大学校起業・新分野展開支援センター 
・ 職業能力開発総合大学校東京校 
・ 生涯職業能力開発促進センター 

 
【所在地等】 
 雇用・能力開発機構東京センター 
郵便番号  １１２－０００４ 
  所 在 地  文京区後楽１－９－２０飯田橋合同庁舎８階 
  Ｔ Ｅ Ｌ  ０３－３８１６－８１６１ 
  Ｆ Ａ Ｘ  ０３－３８１６－８１７０ 
  Ｕ Ｒ Ｌ  http://www.ehdo.go.jp/tokyo/index.html 

 
職業能力開発総合大学校起業・新分野展開支援センター（創業サポートセンター） 
郵便番号  １０８－００１４  
  所 在 地  港区芝５－２６－２０ 建築会館７Ｆ 
  Ｔ Ｅ Ｌ  ０３－５４３９−５５５１ 
  Ｆ Ａ Ｘ  ０３－５４３９−５０８５ 
  Ｕ Ｒ Ｌ  http://e-support.ehdo.go.jp/ 
 
職業能力開発総合大学校東京校 
郵便番号  １８７－００３５ 
  所 在 地  小平市小川西町２－３２－１ 
  Ｔ Ｅ Ｌ  ０４２－３４１－３３３１ 
  Ｆ Ａ Ｘ  ０４２－３４４－５６０９ 
  Ｕ Ｒ Ｌ  http://www.ehdo.go.jp/tokyo/ptut/index.html 
 
生涯職業能力開発促進センター(アビリティガーデン) 
郵便番号  １３０－００２２ 
  所 在 地  墨田区江東橋２－１９－１４ 
  Ｔ Ｅ Ｌ  ０３－５６２４－８０１０ 
  Ｆ Ａ Ｘ  ０３－５６２４－８０７５ 
  Ｕ Ｒ Ｌ  http://www.ab-garden.ehdo.go.jp/ 
 



【設置根拠】 
 雇用・能力開発機構法（平成１１年３月３１日法律第２０号） 
 
【所掌事務】 
（１） 労働者の就職、雇入れ、配置等についての相談、情報の提供その他の援助を体系

的に行うための施設の設置及び運営を行うこと。 
（２） 求職者が公共職業安定所の紹介により就職する場合において、必要な資金を貸し

付け、及び身元保証をすること。 
（３） 雇用対策法第１５条の規定に基づいて職業安定機関が労働者の雇入れ又は配置そ

の他の雇用に関する事項につき事業主に対して行う援助について必要な協力を行う

こと。  
（４） 建設労働者の雇用の改善等に関する法律第９条第１項各号に掲げる事業を行うこ

と。  
（５） 建設業の事業主及びその雇用する労働者に対して、労働者の雇入れ、配置その他

の雇用管理に関し必要な知識を習得させるための研修を行い、及び雇用管理の改善に

ついて助言すること。  
（６） 雇用対策法第２６条第１項 、地域雇用開発促進法第１２条第 1項及び第１７条第
１項第２号並びに中小企業 における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のた
めの雇用管理の改善の促進に関する法律第７条第１項各号に掲げる事業を行うこと。  

（７）  職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発促進センター及び
職業能力開発総合大学校の設置及び運営、職業能力開発促進法第 15 条の６第１項た
だし書に規定する職業訓練の実施並びに事業主その他のものの行う職業訓練の援助

を行うこと。  
（８）  公共職業安定所の指示により公共職業能力開発施設の行う職業訓練又は職業能
力開発総合大学校の行う職業訓練を受ける者のための宿泊施設の設置及び運営を行

うこと。  
（９）  労働者の自発的な職業能力の開発及び向上についての事業主、労働者その他の関
係者に対する相談その他の援助並びにその雇用する労働者が自ら職業に関する教育

訓練又は職業能力検定を受ける機会を確保するための援助を行う事業主に対する職

業能力開発促進法第１５条の３に規定する必要な助成を行うこと。  
（１０） 上記の業務に附帯する業務を行うこと。  
（１１） 上記に掲げるもののほか、雇用に関する事項についての事業主に対する援助並

びに労働者の職業能力の開発及び向上についての事業主、労働者その他の関係者

に対する援助に関し必要な業務を行うこと。 



【組織】 
 雇用能力開発機構東京センター 
               総務課 
               業務第一課 
  センター長   次長   業務第二課    
               業務第三課  
               調査役 
               主任技術役 
 
 
（雇用能力開発総合大学） 
 起業・新分野展開支援センター 
 東京校 
         副校長    起業・新分野展開支援センター       
   校長     
         副校長(東京校担当)     総務課 
                       学務課 
                   能力開発統括部    援助課 

※ 能力開発総合大学校（神奈川県相模原市）の組織の一部である。  
 
 
 生涯職業能力開発促進センター（アビリティガーデン） 
                      総務課               
                           管理部      情報管理課     
                      普及啓発課     
   所長   副所長   研究開発部    企画調整課  
                        第一研究開発室 
                        第二研究開発室 
                        第三研究開発室 
                        第四研究開発室 
                        第五研究開発室 
                        第六研究開発室 
                      カウンセリング事業課 
              事業部           遠隔通信事業課 
                      指導課  
 



【情報開示請求窓口】 
 雇用・能力開発機構東京センター 
担当部署 総務課 

  Ｔ Ｅ Ｌ ０３－３８１６－８１６１ 

  Ｆ Ａ Ｘ ０３－３８１６－８１７０ 

 

職業能力開発総合大学校起業・新分野展開支援センター（創業サポートセンター） 
担当部署 総務課 
  Ｔ Ｅ Ｌ ０４２－７６３－９００５ 
  Ｆ Ａ Ｘ ０４２－７６３－９０１１ 
 
職業能力開発総合大学校東京校 
担当部署 総務課 
  Ｔ Ｅ Ｌ ０４２－３４１－３３３１ 
  Ｆ Ａ Ｘ ０４２－３４４－５６０９ 
 
生涯職業能力開発促進センター(アビリティガーデン) 
担当部署 総務課 
  Ｔ Ｅ Ｌ ０３－５６２４－８０１０ 
  Ｆ Ａ Ｘ ０３－５６２４－８０７５ 
 
【その他】 
 雇用・能力開発機構は、平成１６年 3月１日に「独立行政法人雇用･能力開発機構法」
により独立行政法人に移行することとされています。 

 
 
 



【機関等名】 
 年金資金運用基金 
  
【所在地等】 
 郵便番号  １００－８９８５ 
 所 在 地  千代田区霞が関１－４－１ 日土地ビル  
 Ｔ Ｅ Ｌ  ０３－３５０２−２４８０ 
 Ｕ Ｒ Ｌ  http://www.gpif.go.jp/ 
 
【設置根拠】 
・ 年金資金運用基金法（平成 12年３月３１日法律第１９号） 
・ 年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律（平成１２年３月３１日法律第

２０号） 
 
【所掌事務】 
(1)  厚生年金保険事業及び国民年金事業の運営の安定に資するため年金資金の管理及び運
用を行うこと。 

(2)  年金福祉事業団から承継した業務（承継施設業務、承継融資業務、承継あっせん業務）
を行うこと。 

 
【組織】 
                                                                                    
                        総務部       総務課   
     投資専門委員                         監査課                                             
                        経理部            予算課                                                
理事長  理事              経理課 

                        企画部            企画課                                                
     監事                 資金運用専門役   調査課                                             
                        運用部            運用管理課                                            
                                     インハウス運用課                                      
                                           融資管理課                                      
                        福祉部            融資指導課                                            
                                     融資審査課                                         
                                           債権管理課                                      
                             施設室        施設課                                         
             審議役                                                                     
 
【情報開示請求窓口】 
 担当部署     総務部総務課 
 Ｔ Ｅ Ｌ    ０３－３５０２－２４８０ 
 Ｆ Ａ Ｘ     ０３－３５０２－２０５８ 



【機関等名】 
 日本中央競馬会 
・ 六本木事務所 
・ 馬事公苑 
・ 東京競馬場 

 
【所在地等】 
本部 
  郵便番号  １０５－０００３ 
  所 在 地  港区西新橋１－１－１９ 
  Ｔ Ｅ Ｌ  ０３－３５９１－５２５１ 
   
六本木事務所 
郵便番号   １０６－８４０１ 
所 在 地   港区六本木６－１１－１ 
 Ｔ Ｅ Ｌ  ０３－３５９１－５２５１ 

 
Ｕ Ｒ Ｌ  http://www.jra.go.jp/tindex.html 
 
馬事公苑 
 郵便番号  １５８－８５２３ 
 所 在 地  世田谷区上用賀２－１－１ 
 Ｔ Ｅ Ｌ  ０３－３４２９－５１０１  
  Ｕ Ｒ Ｌ  http://www.jra.go.jp/bajikouen/index.html 
 
東京競馬場 
 郵便番号  １８３－００２４ 
 所 在 地  府中市日吉町１－１ 
 Ｔ Ｅ Ｌ  ０４２－３６３－３１４１  
  Ｕ Ｒ Ｌ  http://www.jra.go.jp/turf/tokyo/index.html 
 
【設置根拠】 
 日本中央競馬会法（昭和２９年７月１日法律第２０５号） 
 
【所掌事務】 
(1) 競馬の健全な発展を図って馬の改良増殖その他畜産の振興に寄与するため、 



競馬法に基づき中央競馬を開催すること。 
(2) 馬主、馬及び服色を登録すること。 
(3) 調教師及び騎手を免許すること等。 
 
【組織】 
         総合企画部                                   
                  関連業務調整室                        

                  情報公開室                          
         総務部      総務課                            

                  法務課                          
 理事長              環境整備課                          
                  人事課                          
 理事      人事部      労務厚生課  
                  勤労課   
 監事               財務第一課                         
                  財務第二課                          
         経理部      会計課                            
                  管財課                          
                  契約課                          
         国際部      国際企画課                          
                  国際渉外課                          

                  （海外駐在員事務所）                     

        免許登録部     免許課                       
                  馬主登録課                          

         審判部      審判課                      
                  公正課                           
        番組企画部     企画課                       
                  交流競走課                          

                  きゅう舎関連企画室                   
        競走関連部     業務課                       
                  きゅう舎課                          

                  獣医課                   
         馬事部      防疫課                     
                  馬事振興課                          

        生産育成対策部                           
                  サービス事業推進室                   



         ﾌｧﾝｻｰﾋﾞｽ事業部    サービス事業管理課                     
                  投票課                            
                  報道室              
          広報部       広報企画課               
                  （関西広報室）                     
         総合安全部    安全対策第一課                   
                  安全対策第二課                        

                  場外企画課      
         場外調査部     調査第一課             
                  調査第二課                       
        事業助成部 
                  環境対策室                          
                  計画課                          
         施設部      建築課                            

                  設備課                          
                  馬場土木課  
                  総合情報システム課       
                  業務管理システム課  
         ｼｽﾃﾑ統括部     トータリゼータ課 
                  総合計算センター管理事務所                  
                  （関西計算センター管理事務所） 
        審査部       
        監査部 
                         （総務課） 
        競馬場   （中山競馬場）    （会計課） 
                         （業務課） 
                         （投票課） 
                         （安全対策課） 
                         （建築設備課） 
                         （馬場造園課） 
                         （競走馬診療所） 

ウインズ銀座  
                          ウインズ後楽園 
                          ウインズ錦糸町 
                          ウインズ浅草 
                          ウインズ新橋 



                          ウインズ汐留 
                          ウインズ銀座通り 
  
               東京競馬場       総務課 
                           会計課 
                           業務課 
                           投票課 
                           安全対策課 
                           建築設備課 
                           馬場造園課 
                           競走馬診療所 
                           ウインズ新宿 
                           ウインズ渋谷 
                           ウインズ立川 
                           エクセル田無 
                           （ウインズ横浜） 
                           （エクセル伊勢佐木） 
                           （ウインズ石和） 
     
               馬事公苑        総務課 
                           乗馬普及課 
                           馬術指導課 
                           診療所 
 
 ※（ ）書きは東京都外に所在。 
 
【情報開示請求窓口】 
 担当部署  総務部情報公開室 
ＴＥＬ   ０３－５７８５－７９３０ 



【機関等名】 
 農林漁業団体職員共済組合 
 
【所在地等】 
 郵便番号  １０５－８０８０  
 所 在 地  港区虎ノ門４−１−１ 
 Ｔ Ｅ Ｌ  ０３－３４３２－３１１１  
 Ｆ Ａ Ｘ  ０３－３４３２－３７５０ 
 Ｕ Ｒ Ｌ  http://www.norin-nenkin.or.jp/ 
 
【設置根拠】 
 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体

職員共済組合法等を廃止する等の法律（平成１３年７月４日法律第１０１号） 
 
【所掌事務】 
(1) 旧農林共済組合が行うこととしていた特例年金給付を支給すること。 
(2) 旧農林共済組合員期間を有する者の特例一時金を支給すること。 
(3)  旧農林共済組合が施行日前に支給すべきであった給付であって施行日においてまだ
支給していないものを支給すること。 

(4)  上記ほか、存続組合に帰属した権利及び義務の行使及び履行のために必要な業務を行
うこと。 

(5)  上記業務に附帯する業務を行うこと。 
 
【組織】 
                        
              企画部      企画課 
              審査役      数理統計課 
              総務部      総務課 
理事長   常務理事             人事課 
      理事               資金課 
      監事      財務部      経理課 
              審査役      弁済監理課 
                       調整課 
              年金業務部    管理徴収課  
              審査役      年金決定課 
              審査役      年金支給課 



              事務システム部   システム企画課 
                       システム管理課 
              相談センター 
              審査役      監理班 
 
【情報開示請求窓口】 
 担当部署 総務部総務課 
 Ｔ Ｅ Ｌ ０３－３４３２－３１１１ 
 Ｆ Ａ Ｘ ０３－３４３２－３７５０ 



【機関等名】 
 地方競馬全国協会 
  
【所在地等】 
 郵便番号  １０６－８６３９ 
 所 在 地  港区麻布台２－２－１ 
 Ｔ Ｅ Ｌ  ０３－３５８３－６８４１（代表） 
 Ｆ Ａ Ｘ  ０３－３５８５－０４８１ 
 Ｕ Ｒ Ｌ  http://www.keiba.go.jp/ 
 
【設置根拠】 
 競馬法（昭和２３年７月１３日法律第１５８号） 
 
【所掌事務】 
 協会は、地方競馬の公正かつ円滑な実施の推進を図るとともに、馬の改良増殖その他畜

産の振興に資することを目的とする。その目的を達成するため、次の業務を行う。 
(1) 馬主及び馬を登録すること。 
(2) 調教師及び騎手を免許すること。 
(3) 調教師及び騎手を養成し、又は訓練すること。 
(4)  審判員その他の地方競馬の実施に関する事務を行う者を養成し、若しくは訓練し、又
は都道府県、指定市町村若しくは受託市町村（地方競馬の主催者）の要請に応じて、こ

れらの者を派遣し、若しくはそのあっせんをすること。 
(5) 馬の改良増殖その他畜産の振興に資するための事業につきその経費を補助すること。 
(6) 競馬法２３条の２の規定による交付金の受入れを行うこと。 
(7) 上記(1)から(6)に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 
(8) 上記(1)から(7)に掲げるもののほか、協会の目的を達成するため必要な業務を行うこと。 
 
【組織】 
 
監事                           検査役 

企画部          企画課 
                    広報室 
                 総務部          総務課 

                    経理課 
          常務理事       考査室 
会長  副会長         事業推進部        事業課 



                                情報課 
          理事      審査部          登録課 
                              免許課 
                 公正部          部付 
                              専門役・専門職 
                  畜産振興部        振興第一課 
                              振興第二課 
                 地方競馬教養センター   庶務課 
                              養成課 
                               管理課 
                   地方競馬研修館 
 
【情報開示請求窓口】 
 担当部署  総務部総務課 
 Ｔ Ｅ Ｌ  ０３－３５８３－６８４７ 
 Ｆ Ａ Ｘ  ０３－３５８５－０４８１ 



【機関等名】 
 農業者年金基金 
  
【所在地等】 
 郵便番号  １０５－８０１０ 
 所 在 地  港区西新橋１－６－２１ 
 Ｔ Ｅ Ｌ  ０３－３５０２－６６９６ 
 Ｆ Ａ Ｘ  ０３－３５９２－２６６０ 
 Ｕ Ｒ Ｌ  http://www.nounen.go.jp/index.html 
 
【設置根拠】 
 農業者年金基金法（昭和４５年５月２０日法律第７８号） 
 
【所掌事務】 
(1)  農業者の老齢について、必要な年金等の給付の事業を行うことにより、国民年金の給
付と相まって農業者の老後の生活の安定及び福祉の向上を図るとともに、農業者の確保

に資するため、農業者年金事業を行うこと。 
(2)  上記に掲げる業務に附帯する業務。 
 
【組織】 
 
                         企画調整室 
                     調査役 
                                          総務課       
             総務部       経理課 
                                          管理課 
             審理役    
 理事長   理事             適用課 
             業務部       給付課 
                                          収納課 
             数理役      電子計算業務室 
             資金部       企画課 
                                          運用課 
             審理役  
                     調査役 
                     考査役  副考査役 



                     北海道連絡事務所 
                     九州連絡事務所 
 
【情報開示請求窓口】 
 担当部署  総務部総務課 
 Ｔ Ｅ Ｌ  ０３－３５０２－６６９６ 
 Ｆ Ａ Ｘ  ０３－３５９２－２６６０ 
 
【その他】 
 平成１５年１０月１日に独立行政法人化予定。 



【機関等名】 
 日本自転車振興会  
 
【所在地等】 
 郵便番号  １０７－８４６１ 
 所 在 地  港区赤坂１－９－１５ 
 Ｔ Ｅ Ｌ  ０３－３５８２－３３１１ 
 Ｆ Ａ Ｘ  ０３－３５０５－５４７７ 
 Ｕ Ｒ Ｌ  http://www.keirin.go.jp/njs/ 
 
【設置根拠】 
 自転車競技法（昭和２３年８月１日法律第２０９号） 
 
【所掌事務】 
(1)  競輪の審判員及び競輪に出場する選手の検定及び登録並びに競輪に使用する自転車の
種類及び規格の登録を行うこと。 

(2)  選手及び自転車の競走前の検査の方法、審判の方法その他競輪の実施方法に関し、自
転車競技会を指導すること。 

(3)  選手の出場のあっせんを行うこと。 
(4)  審判員、選手その他の競輪の実施に必要な者を養成し、又は訓練すること。 
(5)  自転車に関する事業の振興に必要な資金の融通のため、銀行その他の金融機関に対し、
資金の貸付けを行うこと。 

(6)  自転車その他の機械に関する事業の振興のための事業を補助すること。 
(7)  体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興のための事業を補助すること。 
(8)  自転車競技法第１０条第１項の規定による交付金の受入れを行うこと等。 
 
【組織】 
                          
                          総務課 
    運営委員会      総務部        人事課 
   役員会                   経理課 
    相談役                   企画課 
    参与         企画事業推進部    事業推進室 
    顧問                    場外推進室 
会長  副会長  理事   広報部        広報課 
                          宣伝課 



                          業務課 
               業務部        あっせん課 
                                                   審判課 
               選手指導部      登録訓練課 
                                                   審判課 
               日本競輪学校     管理課 
                                                   教務課 
               機械工業振興部    振興事業課 
                                                   振興調査課 
                                                   公益事業課 
               公益事業部      福祉事業課 
                                                   事業調査課 
               振興事業監査室 
       監事      監事補佐役 
 
【情報開示請求窓口】 
 担当部署  総務部総務課 
 Ｔ Ｅ Ｌ  ０３－３５８３－６３３６ 
 Ｆ Ａ Ｘ  ０３－３５０５－５４７７ 



【機関等名】 
 日本貿易振興会 
 
【所在地等】 
 郵便番号  １０５－８４６６ 
 所 在 地  港区虎ノ門２－２－５ 共同通信会館 
 Ｔ Ｅ Ｌ  ０３－３５８２－５５１１ 
 Ｆ Ａ Ｘ  ０３－３５８７－０２１９ 
 Ｕ Ｒ Ｌ  http://www.jetro.go.jp/top-j/ 
 
【設置根拠】 
 日本貿易振興会法（昭和３３年４月２６日法律第９５号） 
 
【所掌事務】 
(1) 貿易に関する調査をし、及びその成果を普及すること。（意匠に関するものを含む。） 
(2) 我が国の産業及び商品の紹介及び宣伝を行うこと。 
(3) 貿易取引のあっせんを行うこと。 
(4) 貿易に関する出版物の刊行及び頒布その他の貿易に関する広報を行うこと。 
(5)  博覧会、見本市その他これらに準ずるものを開催し、若しくはこれらに参加し、又は
その開催若しくは参加のあっせんを行うこと。 

(6)  貿易の振興に関する業務であって、行政庁から委託を受けたもの。 
(7)  アジア地域その他の地域の経済及びこれに関連する諸事情に関する資料を収集する
こと。 

(8)  アジア地域その他の地域の経済及びこれに関連する諸事情に関し、文献その他の資料
により調査研究を行い、又は現地調査を行うこと。 

(9)  (7)、(8)の業務に係る成果を定期的に、若しくは時宜に応じて、又は依頼に応じて、
提供すること。 

(10)  (7)～(9)に掲げる業務に係る施設をアジア地域その他の地域の経済及びこれに関連す
る諸事情に関する調査研究を行う者の共用に供すること。 

(11)  上記の業務に附帯する業務等。 
 
【組織】 
 
理事長     本部         総務部 
 副理事長              企画部 
 理事                経理部 



                   事業統括部 
                   経済情報部 
                    海外調査部 
                   情報サービス部  
                   国際交流部 
               輸入促進部 
              貿易開発部 
               投資交流部 

                  技術交流部 
                  展示事業部 
                   農水産部 
                  対日投資・ビジネスサポートセンター 
         大阪本部 
         アジア経済研究所  
         貿易情報センター 
         海外事務所 
 
【情報開示請求窓口】 
 担当部署 総務部総務課情報公開班 
 Ｔ Ｅ Ｌ ０３－３５８２－５３１１ 
 Ｆ Ａ Ｘ ０３－３５８７－０２１９ 



【機関等名】 
 日本小型自動車振興会 
  
【所在地等】 
 郵便番号  １３５－８０７２  
 所 在 地  江東区有明３－１－３４ ＴＦＴビル西館 6階 
 Ｔ Ｅ Ｌ  ０３－３５７０－５５１１ 
 Ｆ Ａ Ｘ  ０３－３５７０－５５４１ 
 Ｕ Ｒ Ｌ  http://www.autorace.or.jp 
 
【設置根拠】 
 小型自動車競走法（昭和２５年５月２７日法律第２０８号） 
 
【所掌事務】 
(1)  小型自動車競走の審判員及び小型自動車競走に出場する選手の検定及び登録並びに小
型自動車競走に使用する小型自動車の登録を行うこと。 

(2)  選手及び小型自動車の競走前の検査の方法、審判の方法その他小型自動車競走の実施
方法に関し、小型自動車競走会を指導すること。 

(3)  選手の出場のあっせんを行うこと。 
(4)  審判員、選手その他の小型自動車競走の実施に必要な者を養成し､又は訓練すること。 
(5)  小型自動車その他の機械に関する事業の振興のための事業を補助すること。 
(6)  体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興のための事業を補助すること。 
(7)  小型自動車競走法第１６条第１項の規定による交付金の受入れを行うこと。 
 
【組織】 
 
                総務部     総務課 
   運営委員会                経理課 
   役員会      参与          場外推進室 
   顧問                   企画課 

企画部     情報事業推進課 
                        広報課 
会長  副会長  理事            業務課 
                業務部     管理課 
                        選手あっせん課 
                        機械工業課 



                振興部     公益事業課 
                        振興事業審査課 
                選手養成所   養成課 
                監査室 
   監事           監事補佐役 
 
【情報開示請求窓口】 
 担当部署    総務部総務課 
 Ｔ Ｅ Ｌ    ０３－３５７０－５５１１ 
 Ｆ Ａ Ｘ    ０３－３５７０－５５４１ 



【機関等名】 

 新エネルギー・産業技術総合開発機構 

  

【所在地等】 

 郵便番号  １７０－６０２８ 

 所 在 地  豊島区東池袋３－１－１ サンシャイン６０ビル２６～３１階 

 Ｔ Ｅ Ｌ  ０３－３９８７－９３１０ 

 Ｆ Ａ Ｘ  ０３－３９８１－０７４２ 

 Ｕ Ｒ Ｌ  http://www.nedo.go.jp/ 

 

【設置根拠】 

・ 石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律（昭和５５年５月３０日法律

第７１号） 

・ エネルギーの使用の合理化に関する法律（昭和５４年６月２２日法律第４９号） 

・ 新エネルギーの利用等の促進に関する特別措置法（平成９年６月２３日法律第３７号） 

・ 基盤技術研究円滑化法（昭和６０年６月 1５日法律第６５号） 

・ 産業技術に関する研究開発体制の整備等に関する法律（昭和６３年５月６日法律第３３

号） 

・ 福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律（平成５年５月６日法律第３８号） 

・ 産業技術強化法（平成１２年４月１９日法律第４４号） 

・ 石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成１２年

３月３１日法律第１６号） 

旧石炭鉱業構造調整臨時措置法（昭和３０年８月１０日法律第１５６号） 

旧石炭鉱害賠償等臨時措置法（昭和３８年６月７日法律第９７号） 

旧臨時石炭鉱害復旧法（昭和２７年８月１日法律第２９５号） 

・ アルコール事業法（平成１２年４月５日法律第３６号） 

 

【所掌事務】 

(1)  石油代替エネルギーに関する技術の開発、地熱資源及び海外における石炭資源の開発

に対する助成、石油代替エネルギーに関する技術の普及のための業務その他石油代替

エネルギーの開発及び導入の促進のために必要な業務。 

(2)  エネルギーの使用の合理化のための技術の開発、エネルギーの使用の合理化のための

技術の導入に要する資金に充てるための補助金の交付、エネルギーの使用の合理化に

関する情報の収集及び提供並びにエネルギーの使用の合理化のための技術に関する指

導。 

(3)  認定事業者が認定利用計画に従って行う新エネルギー利用等に必要な資金に係る債



務の保証。 

(4)  政府等以外の者に委託して行う鉱工業基盤技術に関する試験研究の成果の普及、海外  

の鉱工業基盤技術に関する研究者の招へい、鉱工業基盤技術に関する情報の収集及び

整理並びに提供、鉱工業基盤技術に関する調査。 

(5)  民間の産業技術に関する研究開発能力又は機構若しくはその出資に係る法人が整備

した研究基盤施設を活用することによる産業技術の開発、その他産業技術の向上に寄

与する業務。 

(6)  産業技術の実用化に関する研究開発であって福祉用具に係る技術の向上に資するも

のの助成、福祉用具に関する産業技術に係る情報の収集及び当該情報の提供その他の

援助。 

(7)  産業技術に関する研究及び開発の助成、産業技術に係る技術者の養成及び資質の向上

を図るための研修。 

(8)  石炭経過業務。 

(9)  鉱工業承継業務。 

(10) アルコールの製造、特定アルコールの販売、一般アルコールの販売。 

 

【組織】 

                                      

                                        総務部 

                     海外事務所  

             管理部門    経理部 

                    秘書室 

                    検査室 

                    運営委員会事務局 

                            

       本部           企画調整部     

                    主幹研究員 

                    技術評価部 

理事長                 研究開発業務部     

副理事長        開発関連部    基盤技術研究促進部   

理事         門        エネルギー・環境技術開発室 

幹事                  太陽・風力技術開発室 

                    新電力技術開発室 

                    水素エネルギー技術開発室 

                    地熱開発室 

                    省エネルギー技術開発室 



                    環境調和型技術開発室 

                    産業技術開発室 

                    ナノテクノロジー・材料技術開発室 

                    化学物質管理技術開発室 

                    健康福祉技術開発室 

                    電子・情報技術開発室 

                    バイオテクノロジー開発室 

                    国際協力部                         

                    新エネルギー導入促進部   

                    省エネルギー対策部   

                    石炭資源開発部     

                    NEDO 情報センター   

                    成果管理普及部     

            石炭経過    石炭業務管理部 

業務部門    石炭鉱害部 

        九州支部 

        北海道支部 

        関西支部 

        アルコール事業本部（千葉県） 

 

【情報開示請求窓口】 

 担当部署 総務部情報公開窓口 

 Ｔ Ｅ Ｌ ０３－３９８７－９３１０ 

 Ｆ Ａ Ｘ ０３－５９９２－２２９０ 

 

【その他】 

 平成１５年１０月１日独立行政法人化予定。 

 平成１６年２月、神奈川県川崎市へ移転予定。 

 



【機関等名】 
 国際観光振興会 
 
【所在地等】 
 郵便番号  １００－０００６  
 所 在 地  千代田区有楽町２－１０－１ 
 Ｔ Ｅ Ｌ  ０３－３２１６－１９０１ 
 Ｆ Ａ Ｘ  ０３－３２１４－７６８０ 
 Ｕ Ｒ Ｌ  http://www.jnto.go.jp/info/  
 
【設置根拠】 
 国際観光振興会法（昭和３４年３月２４日法律第３９号） 
 
【所掌事務】 
(1) 外国人観光旅客の来訪を促進するための宣伝。 
(2) 外国人観光旅客に対する観光案内所の運営。 
(3) 通訳案内業法第５条の２第１項の規定により同法第３条の試験の実施に関する事務。 
(4)  日本人海外観光旅客に対し、旅行の安全に関し配慮すべき事項についての情報提供及
び相談に応じた案内。 

(5)  国際観光に関する調査及び研究。 
(6)  国際観光に関する出版物の刊行。 
(7)  (1)～(6)の業務に附帯する業務。 
(8)  その他国際観光振興会の目的を達成するために必要な業務。 
(9)  国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等による国際観光の振興に関する法律第
１１条に基づく事務。 

 
【組織】 
  
                                       総務部        総務課 
                                    企画調査課 
                        経理部      財務課 
                                                          会計課 
                                                    宣伝課 
     運営審議会              海外宣伝部     観光情報課 
                                観光情報システム室 
会長  副会長  理事                   観光交流部         開発事業課 



監事                           受入事業課 
               国際コンベン   海外誘致部    マーケィング課 

ション誘致                広報宣伝課 
センター      国内誘致部   交付金課 

                                 支援課 
               ツーリスト・インフォメーションセンター東京案内所 

ツーリスト・インフォメーションセンター京都案内所 
            海 外観光宣伝事務所（ソウル、北京、香港、         

バンコク、シドニー、ロンドン、パリ、フランクフルト、

ニューヨーク、シカゴ、サンフランシスコ、ロスアンジ

ェルス、トロント） 
 
【情報開示請求窓口】 
 担当部署 総務部総務課 
 Ｔ Ｅ Ｌ ０３－３２１６－１９０１ 
 Ｆ Ａ Ｘ ０３－３２１４－７６８０ 
 
【その他】 
・シカゴ観光宣伝事務所を 7月末に閉所予定。 
・上海観光宣伝事務所を 15年度内に開所予定。 
・平成 15年 10月 1日より、独立行政法人 国際観光振興機構へ組織変更。 



【機関等名】 
 財団法人日本船舶振興会（日本財団） 
  
【所在地等】 
 郵便番号  １０７－８４０４ 
 所 在 地    港区赤坂１－２－２ 日本財団ビル 
 Ｔ Ｅ Ｌ  ０３－６２２９－５１１１ 
 Ｆ Ａ Ｘ  ０３－６２２９－５１１０ 
 Ｕ Ｒ Ｌ  http://www.nippon-foundation.or.jp/ 
 
【設置根拠】 
 モーターボート競走法（昭和２６年６月１８日法律第２４２号） 
 
【所掌事務】 
(1)  モーターボートその他の船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造に関する事業の振興に
必要な資金の融通のため、銀行その他の金融機関に対し、資金の貸付けを行なうこと。 

(2)  モーターボートその他の船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造に関する事業並びに海
難防止に関する事業並びにこれらの事業の振興を目的とする事業を補助すること。 

(3)  (1)、(2)に掲げるものの外、モーターボートその他の船舶、船舶用機関及び船舶用品の
製造に関する事業並びに海難防止に関する事業の振興を図るため必要な業務。 

(4)  海事思想の普及及び観光に関する事業並びに体育事業その他の公益の増進を目的とす
る事業並びにこれらの事業の振興を目的とする事業を補助すること。 

(5)  上記の外、海事思想の普及及び観光に関する事業並びに体育事業その他の公益の増進
を目的とする事業の振興を図るため必要な業務。 

(6)  モーターボート競走法第１９条の規定による交付金の受入れを行なうこと。 
 
【組織】 
                      総務部        総務課              
                                 企画課              

常務理事  秘書室        秘書課              
                      広報部        広報課              
                                 メディア企画課          
 評議員会                 経理部        経理課              
                                 財務課              
 理事会  会長  理事長   常務理事  海洋船舶部      海外事業課            
                                 国内事業課            



 監事会            常務理事  公益・福祉部     公益振興課            
                                 環境・福祉課           

常務理事  ボランティア支援部  事業企画課            
                                 協力援助課            
                常務理事  国際部        国際企画課           
                                 国際協力課            
                      監査部        監査課              
 
【情報開示請求窓口】 
 担当部署  総務部総務課 
 Ｔ Ｅ Ｌ  ０３－６２２９－５１１１ 
 Ｆ Ａ Ｘ  ０３－６２２９－５１１０ 



【機関等名】 
 日本勤労者住宅協会 
  
【所在地等】 
 郵便番号  １１３－００３３ 
 所 在 地  文京区本郷１－３２－３ 
 Ｔ Ｅ Ｌ  ０３－３８１１－６２６１  
 Ｆ Ａ Ｘ  ０３－３８１１－６２６９ 
 Ｕ Ｒ Ｌ  http://www.kjk.go.jp/ 
 
【設置根拠】 
 日本勤労者住宅協会法（昭和４１年７月２５日法律第１３３号） 
 
【所掌事務】 
(1) 勤労者のための住宅の建設、賃貸その他の管理及び譲渡を行うこと。 
(2) 勤労者のための住宅の用に供する宅地の造成、賃貸その他の管理及び譲渡を行うこと。 
(3)  勤労者のための住宅の用に供する宅地の造成と併せて学校、病院、商店等の用に供す
る宅地の造成を行うことが適当である場合において、それらの用に供する宅地の造成、

賃貸その他の管理及び譲渡を行うこと。 
(4)  協会が賃貸し、又は譲渡する住宅及び協会が賃貸し、又は譲渡する宅地に建設される
住宅の居住者の利便に供する施設の建設、賃貸その他の管理及び譲渡を行うこと。 

(5)  上記に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 
(6)  上記に掲げる業務の遂行に支障のない範囲内で、委託により、住宅の建設及び賃貸そ
の他の管理、宅地の造成及び賃貸その他の管理並びに集団住宅の存する団地の居住者の

利便に供する施設の建設及び賃貸その他の管理を行うこと。 
 
【組織】 
 
 評議会   理事会  常任理事会    総務部 

事業部 
       監事            監査室 
 
【情報開示請求窓口】 
 担当部署  総務部 
 Ｔ Ｅ Ｌ  ０３－３８１１－６２６１ 
 Ｆ Ａ Ｘ  ０３－３８１１－６２６９ 
 
【その他】 
特殊法人整理合理化計画において、民間法人化（民間法人化された特殊法人）が決定。 
  （平成１５年１０月１日施行） 



【機関等名】 
 公害健康被害補償予防協会 
  
【所在地等】 
 郵便番号  １０６－００３２  
 所 在 地  港区六本木４－１－４ 黒崎ビル 
 Ｔ Ｅ Ｌ  ０３－３５８６－１１５６ 
  Ｆ Ａ Ｘ  ０３－３２２４－９５８６ 
 Ｕ Ｒ Ｌ  http://www.kouken.or.jp/ 
 
【設置根拠】 
 公害健康被害の補償等に関する法律（昭和４８年１０月５日法律第１１１号） 
 
【所掌事務】 
(1)  ばい煙発生施設等設置者及び特定施設等設置者からの汚染負荷量賦課金及び特定賦課
金の徴収。 

(2)  公害健康被害の補償等に関する法律第１３条第２項の規定による支払。 
(3)  公害健康被害の補償等に関する法律第４８条の規定による納付金の納付。 
(4)  大気の汚染の影響による健康被害の予防に関する調査研究、知識の普及及び研修。 
(5)  大気の汚染の影響による健康被害の予防に関する計画の作成、健康相談、健康診査、
機能訓練若しくは施設若しくは機械器具の整備を行う地方公共団体（施設又は機械器具

の整備を行う者に対して助成を行う地方公共団体を含む。）又は環境事業団に対する助

成金の交付。 
(6)  上記に掲げる業務に附帯する業務。 
 
【組織】 
          総務部     総務課 
                  企画課 
          経理部     経理課 

 評議会                資金納付課 
                 業務課 
会長   理事   業務部     調査課                            
                  管理徴収課 
                   管理課 
  監事      基金事業部    事業課 
                 助成課 



                  支部 
 
【情報開示請求窓口】 
 担当部署  総務部企画課 
 Ｔ Ｅ Ｌ  ０３－３５８６－６４４１ 
 Ｆ Ａ Ｘ  ０３－３２２４－９５８６ 
 
【その他】 
・ 平成１６年２月に川崎市へ移転予定。 
・ 平成１６年４月「独立行政法人 環境再生保全機構」が設立され公害健康被害補

償予防協会が所掌する業務が同法人に承継される予定。 



【機関等名】 
 日本消防検定協会 
 ・ 虎ノ門事務所 
 
【所在地等】 
 本部 
郵便番号  １８２－００１２ 
  所 在 地  調布市深大寺東町４－３５－１６ 
  Ｔ Ｅ Ｌ  ０４２２－４４－７４７１ 
  Ｆ Ａ Ｘ  ０４２２－４７－３９９１ 
 
虎ノ門事務所 
 郵便番号  １０５－０００１   
  所 在 地  港区虎ノ門２－９－１６ 日本消防会館４階 
  Ｔ Ｅ Ｌ  ０３－３５９３－２９９１ 
  Ｆ Ａ Ｘ  ０３－３５９３－２９９０ 
   
Ｕ Ｒ Ｌ  http://www.jfeii.or.jp/ （日本消防検定協会ホームページ） 

 
【設置根拠】 
 消防法（昭和２３年７月２４日法律第１８６号） 
 
【所掌事務】 
(1) 消防法第２１条の３の規定により検定対象機械器具等についての試験を行うこと。 
(2) 消防法第２１条の８の規定により個別検定を行うこと。 
(3) 検定対象機械器具等に関する技術的な事項について総務大臣に意見を申し出ること。 
(4) 消防の用に供する機械器具等に関する研究、調査及び試験を行うこと。 
(5) 消防の用に供する機械器具等の鑑定を行うこと。 
(6) 消防の用に供する機械器具等の適正な設置及び管理に関する講習を行うこと。 
(7) 上記の業務に附帯する業務を行うこと。 
(8)  上記にのほか、検定対象機械器具等についての試験及び個別検定並びに消防の用に供
する機械器具等に関する研究、調査及び試験等を行い、もつて火災その他の災害による

被害の軽減に資するために必要な業務を行うこと。 



【組織】 
                   次長 
           総務部               庶務課                 

                             監理課                 

                                       企画室 
                 統括調査役 
                 統括調査役監査担当 
                 調査役 
                 総務部付 
                   次長                 試験技術課 
 理事長  理事    試験部                         警報設備試験課             
      監事          調査役                  消火・避難設備試験課 
                   次長 
                   検査部                         警報設備検査課             
                 統括調査役              消火・避難設備検査課         
                 調査役 
           大阪支所 
           虎ノ門事務所    所長 
                      調査役 
           技術役 
 
【情報開示請求窓口】 
 担当部署 総務部庶務課 
 Ｔ Ｅ Ｌ ０４２２－４４－７４７１ 
 Ｆ Ａ Ｘ ０４２２－４７－３９９１ 



【機関等名】 
 消防団員等公務災害補償等共済基金 
  
【所在地等】 
 郵便番号  １０５－０００１ 
 所 在 地  港区虎ノ門２－９－１６ 日本消防会館内  
 Ｔ Ｅ Ｌ  ０３－３５９５－０５４１ 
 Ｆ Ａ Ｘ  ０３－３５８１－７７２０ 
 Ｕ Ｒ Ｌ  http://www.syouboukikin.jp/ 

 
【設置根拠】 
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律（昭和３１年５月２１日法律第１

０７号） 
 
【所掌事務】 
(1)  消防組織法第１５条の７第 1 項の規定による非常勤消防団員に係る損害補償及び消防
法第３６条の 3第 1項若しくは第 2項の規定による消防作業に従事した者又は救急業務
に協力した者に係る損害補償、水防法第 6条の 2第 1項の規定による非常勤の水防団長
又は水防団員に係る損害補償及び同法第３４条の規定による水防に従事した者に係る

損害補償並びに災害対策基本法第８４条第 1 項の規定による応急措置の業務に従事し
た者に係る損害補償に関する責任共済事業。 

(2)  消防組織法第１５条の８の規定による非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関す
る責任共済事業。 

(3)  公務上の災害を受けた非常勤消防団員、非常勤の水防団長及び水防団員の社会復帰の
促進、被災団員及びその遺族の援護。 

(4)  消防団員等の公務上の災害の防止に関する活動に対する援助等。 
 
【組織】 
 
 理事長     常務理事      総務課 
 理事会                  会計担当 
 評議員会              災害補償課 
 監事                退職報償課 
 審査委員会             企画課 
 
【情報開示請求窓口】 
 担当部署        総務課 
 Ｔ Ｅ Ｌ       ０３－３５９５－０５４１ 
 Ｆ Ａ Ｘ        ０３－３５８１－７７２０ 



【機関等名】 
 高圧ガス保安協会 
 
【所在地等】 
 郵便番号  １０５－８４４７ 
 所 在 地  港区虎ノ門４－３－９ 住友新虎ノ門ビル 
 Ｔ Ｅ Ｌ  ０３－３４３６－６１００ 
 Ｆ Ａ Ｘ  ０３－３４３６－５７０４ 
 Ｕ Ｒ Ｌ  http://www.khk.or.jp/ 
 
【設置根拠】 
 高圧ガス保安法（昭和２６年６月７日法律第２０４号） 
 
【所掌事務】 
(1) 高圧ガスの保安に関する調査、研究及び指導並びに情報の収集及び提供を行うこと。 
(2) 高圧ガスの保安に関する技術的な事項について経済産業大臣に意見を申し出ること。 
(3)  高圧ガス保安法第２７条の２第７項及び第３１条第３項並びに液化石油ガス法第１
９条第３項 、第３７条の５第４項及び第３８条の９の講習を行うこと。 

(4)  高圧ガス保安法第２０条第１項ただし書若しくは同条第３項第１号の完成検査、第２
２条第１項第１号の輸入検査、第３５条第１項第１号の保安検査、第４４条第１項の容

器検査、第４９条第１項の容器再検査、第４９条の２第１項の附属品検査、第４９条の

４第１項の附属品再検査、第４９条の２３第１項の試験若しくは第５６条の３第１項か

ら第３項までの特定設備検査又は液化石油ガス法第３７条の３第１項ただし書（液化石

油ガス法第３７条の４第４項において準用する場合を含む。）の完成検査若しくは液化

石油ガス法第３７条の６第１項ただし書の保安検査その他高圧ガスの保安に関し必要

な検査を行うこと。 
(5)  高圧ガス保安法第３９条の７第１項（第３９条の８第２項において準用する場合を含
む。）、第３９条の７第３項（第３９条の８第３項において準用する場合を含む。）、第４

９条の８第１項（第４９条の９第２項又は第４９条の３１第２項において準用する場合

を含む。）又は第５６条の６の５第１項（第５６条の６の６第２項又は第５６条の６の

２２第２項において準用する場合を含む。）の調査を行うこと。 
(6)  高圧ガス保安法第５６条の６の１４第２項の特定設備基準適合証の交付を行うこと。 
(7)  指定設備の認定を行うこと。 
(8)  液化石油ガス法第２条第６項の液化石油ガス設備士となるのに必要な知識及び技能
に関する講習を行うこと。  

(9) 液化石油ガス法第２７条第２項の保安機関となるのに必要な技術に関する指導を行う



こと（国の委託により行うものを含む。）。 
(10) 高圧ガス保安法第２９条の２第１項若しくは第３１条の２第１項又は液化石油ガス法
第３８条の４の２第１項若しくは液化石油ガス法第３８条の６第１項の規定により、

免状交付事務若しくは試験事務又は液化石油ガス法第３８条の４の２第１項の免状交

付事務若しくは液化石油ガス法第３８条の６第１項に規定する液化石油ガス設備士試

験の実施に関する事務（以下「試験事務等」という。）を行うこと。 
(11) 高圧ガスの保安に関する教育を行うこと。 
(12) 上記の業務に附帯する業務。 
(13) 上記のほか、高圧ガス保安法第５９条の２の目的を達成するために必要な業務。 
(14) 上記のほか、当該業務の円滑な遂行に支障のない範囲において、経済産業大臣の認可
を受けて、高圧ガスの保安に関する業務を行うために有する機械設備又は技術を活用

して行う検査・試験等の業務その他協会が行うことが適切であると認められる業務。 
   イ 協会が有する機械設備又は技術を活用して行う設備、機器等の検査、検定試験等 

   ロ 高圧ガスの保安に関連する業務を実施する法人への出資及び出捐 

   ハ 高圧ガスの保安に関する技術的事項についての外国からの依頼に基づく調査､研

究、指導並びに情報の収集及び提供 

   ニ 高圧ガス設備製造者その他の者の有する品質システムの審査及び登録 

   ホ 高圧ガス設備製造者その他の者の有する環境マネジメントシステムの審査及び登

録 

  ヘ 高圧ガス設備製造者その他の者の有する労働安全衛生マネジメントシステムの

審査及び登録 

ト ガス事業法に規定する特定ガス工作物の使用前検査 

チ 上記イからトに掲げるもののほか、協会が行うことが適切であると認められた業務 

 
【組織】 
 
               総合企画部          企画調整課 
                              技術企画課 
                              総務課 
               総務部            人事課 
                              経理課 
                              情報調査課 
               情報調査部          事故調査課 
 評議員会                         海外技術協力室 
                              高圧ガス課 
 会長  副会長  理事   高圧ガス部          保安業務課 



                              冷凍空調課 
 監事                           液化石油ガス課 
                              消費者保安課 
               液化石油ガス部        新供給システム推進課 
                              液化石油ガス研修課 
                              液化石油ガス機器検定室  
                              研究業務課 

液化石油ガス研究所    システム研究開発室 
                              機器研究開発室 
                              ＤＭＥ研究室 
                              検査企画課 
               機器検査事業部        検査業務課 
                              検査課 
                 高圧ガス保安研究室    技術審査室 
                              計画課 

教育事業部          教育課 
               業務課 

               試験センター 
                              管理グループ 
               ＩＳＯ審査センター      品質保証審査グループ 
                              環境・安全審査グループ  
                              ＩＳＯ推進グループ 
                圧力容器規格センター（特別な組織） 
                支部（北海道、東北、中部、近畿、中国、四国、九州） 



【機関等名】 
 日本電気計器検定所 
  
【所在地等】 
 郵便番号  １０８－００２３ 
 所 在 地   港区芝浦４−１５−７ 
 Ｔ Ｅ Ｌ   ０３－３４５１－１１８１  
 Ｆ Ａ Ｘ  ０３－３４５１－１３６４ 
 Ｕ Ｒ Ｌ  http://www.jemic.go.jp/ 
 
【設置根拠】 
 日本電気計器検定所法（昭和３９年７月４日法律第１５０号） 
 
【所掌事務】 
(1)  電気計器（これとともに使用される変成器を含む。）について、計量法第１６条第１項
第２号イの検定、同条第２項の変成器付電気計器検査、同法第７６条第１項 、第８１
条第１項又は第８９条第１項の承認、同法第９１条第２項の検査、同法第１０２条第１

項 の基準器検査及び同法第１３５条第１項の特定標準器による校正等を行うこと。 
(2)  依頼に応じ、電気の標準器又はその他の電気計器の試験を行うこと。 
(3)  電気計器に関する技術的な事項に関し、調査及び研究を行うこと。 
(4)  上記の業務に附帯する業務。 
(5)  上記のほか、日本電気計器検定所法第１条の目的を達成するために必要な業務 
 
【組織】 
                                経営企画室 
                 総務部 
 理事長  専務理事  理事    検定管理部 
                 検定部 
                 標準部 
                 技術研究所 
            監事    監事室 
 
【情報開示請求窓口】 
 担当部署  総務部総務グループ 
 Ｔ Ｅ Ｌ  ０３－３４５１－１１８１ 
 Ｆ Ａ Ｘ  ０３－３４５１－１３６４ 


